
株券等の電子化に関する説明会

主催：証券保管振替機構

共催：全国株懇連合会 証券決済制度改革推進センター

後援：東京証券取引所 大阪証券取引所 名古屋証券取引所

福岡証券取引所 札幌証券取引所 ジャスダック証券取引所

平成２０年３月



＜目次＞

１．株式の制度移行の手続について

２．新株予約権付社債及び新株予約権の制度移行の手続について

（資料）株式等振替制度への移行時におけるコーポレートアクション

等の取扱いについて

３．株式等振替制度における手数料について

４．よくあるご質問（ＦＡＱ）

５．株券等の電子化に向けた周知・啓発活動について

６．Ｔａｒｇｅｔ保振サイトを通じた6条通知の実施等について

1 



１．株式の制度移行の手続について

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



1
TA

2

10

6 



1 2 3

7 



8 



9 



20
09

.0
1.

05
20

09
.0

1.
12

20
08

.1
2.

11
20

09
.0

1.
26

20
08

.1
2.

11
20

09
.0

1.
04

20
08

.1
2.

22
20

09
.0

1.
04

20
08

.1
2.

22
20

09
.0

1.
04

2

C
A

P4
9

10 



11 



13
1

7
8

2

12 



13 



13

14

15

14 



 

 

 

 

 

 

 

15 



16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



18 



 

 
 

http://www.jasdec.com/  

   

 

 

 

19 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.jasdec.com/  

   

20 



 
 

 

 

21 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.jasdec.com/  

   

22 



 
 

 

1  
  

 

 

 

 

 

 
 

2  
 

  

        

3  

  

     

  

    

  

        

  

 

  

 
      

 
    

 
 

               

 

23 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.

 
 
 
2. 1.  
 

 
 

 

 
 
 

2.  

 

 

http://www.jasdec.com/  

   

 

24 



 

 

 

保振業務１９第２２０号 

平成２０年１月１５日 

発行会社 各 位 

               株式会社 証券保管振替機構 

業務部長 齊藤 宗孝 

 

 

権利確定日等と臨時基準日の間隔について 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。 

平素は、証券保管振替制度の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

御高承の通り、当機構は、決算期末などの権利確定日等と臨時基準日が近接して設定さ

れる場合、２つの権利確定日等の間隔を少なくとも中８営業日以上設ける必要があるとし

て、株主名簿管理人と相談の上、余裕ある日程設定をお願いしておりますが、当該事項に

関する質問が多く寄せられることから、改めて御案内いたします。 

 

当機構では、証券保管振替制度における現行実務上、決算期末などの権利確定日等（「権

利確定日等」には、議決権や利益配当請求権などの権利行使のための基準日のほか、事業

年度を１年とする会社における事業年度の開始の日から起算して６月を経過した日を含

む。）と臨時基準日が近接して設定される場合、２つの権利確定日等の間隔が最低中８営

業日あれば、実質株主通知処理が可能となるように参加者に対して対応を求めています。 

ただし、株主名簿管理人の対応状況等によっては、中８営業日とする基準日間の間隔を

伸長する必要性が生じる場合もあります。 

なお、先に到来する権利確定日が会社合併や株式分割など配分明細データを伴う場合、

すなわち、実質株主名簿の確定に時間を要するようなコーポレートアクションに基づく場

合には、２つの権利確定日等の間隔が最低中８営業日あれば足りるとする取扱いの対象外

となります。 

 

また、総株主通知の仕組みを利用した実質株主通知の実施期間（平成２０年１０月２７

日から株券の電子化施行日前日までの間（予定））においては、配分明細データを伴うか

否かを問わず、２つの権利確定日等の間隔を中１２営業日以上設ける必要があります（株

主割当有償増資など複雑なコーポレートアクションについては、その実施にあたり株主名

簿管理人との十分な調整が必要です。）。 

 

発行会社の皆様におかれましては、２つの権利確定日等の間隔が近接した日程の設定を

御検討される場合には、上記取扱いに御留意いただきますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件についてのお問い合わせ】 

（株）証券保管振替機構 業務部 ℡０３（３６６１）１８３６

営業日 1 2 3 4 5 6 7 8
△
権
利
確
定
日

△
臨
時
基
準
日

中８営業日以上

（参考図）

（別添１） 
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（別添２）
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（別添２）
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（別添３）
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保振業務１９第２１２号 

平成１９年１２月２７日 

発行会社 各 位 

               株式会社 証券保管振替機構 

業務部長 田村 嘉章 

 

 

株券電子化前に商号変更をした発行会社の商号変更前株券の取扱いについて 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。 

平素は、証券保管振替制度の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

ご高承の通り、上場会社が商号変更した場合は、取引所のルールにより商号変更日から

当該上場会社の最初に到来する事業年度の末日までの期間に限って、商号変更前の株券を

決済物件として取り扱うことができることとなっております。 

このたび、株券の電子化の実施予定日である平成２１年１月前に商号変更を予定して

おり、商号変更前の株券の決済物件として取り扱うことのできる期限が株券の電子化以降

となる発行会社より、証券関係インフラ機関におけるコーポレート・アクション連絡協議

体制の構成メンバーに対して旧商号株券の回収・交換に関する質問が寄せられ、以下の回

答を行っていますのでご案内いたします。 

 

・決済物件として旧商号株券が使用可能となっており、旧商号株券の取扱最終日の翌

日以降の決済に関して新商号株券の必要性が認められない場合は、旧商号株券の回

収・交換を行わなくても取引所取引の流通上は支障ありません。 

・ただし、商号変更日以降（株券の電子化実施前）に、増資等を行い、新たに株券を

発行する場合は、新商号株券の発行が必要となります。 

 

 なお、今後株券の電子化前に商号変更を行う発行会社におかれましては、株券等に関す

る業務規程施行規則第６条第１項第１９号に基づく通知書の提出に際し、旧商号株券の回

収・交換の有無を明記の上、ご通知くださいますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

【本件についてのお問い合わせ】 

（株）証券保管振替機構 業務部 ℡０３（３６６１）１８３６

（別添４）
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２．新株予約権付社債及び新株予約権の制度移行の手続

について
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（資料） 株式等振替制度への移行時におけるコーポレート

アクション等の取扱いについて
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３．株式等振替制度における手数料について
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４．よくあるご質問（ＦＡＱ）
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５．株券等の電子化に向けた周知・啓発活動について
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６．Ｔａｒｇｅｔ保振サイトを通じた６条通知の実施等について
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6
条

通
知

の
届

出
方

法
の
変

更

※
平
成
2
0
年
4
月
1
日
以
降
に
お
け
る
6
条
通

知
の
届
出
は
、
す
べ
て
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト

に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

※
平
成
2
1
年
1
月
に
予
定
す
る
株
券
電
子
化

後
に
お
け
る
会
社
の
決
議
・
決
定
に
関
す
る

通
知
も
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
を
用
い
て
行
う
こ

と
と
す
る
。

本
年
4
月
1
日
よ
り
、
6
条
通
知
に
係
る
「
株
券

等
に
関
す
る
業
務
規
程
施
行
規
則
」
の
改
正

規
則
を
施
行
す
る
。

規
則

改
正

の
実

施
２

現
在
、
書
面
に
よ
り
届
出
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

る
会
社
の
決
議
・
決
定
に
関
す
る
機
構
へ
の

通
知
（
以
下
「
6
条
通
知
」
と
い
う
。
）
の
届
出
を

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
を
利
用
す
る
届
出
方
法

に
変
更
し
、
迅
速
・
安
全
な
通
知
の
実
現
及

び
発
行
会
社
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
預
託
株
券
の
権
利
処
理
の
安
定
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的

１

備
考

内
容

項
目
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T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
通

知
の
届

出
方

法
（
１
）

※
テ
ン
プ
レ
ー
ト
は
、
W
o
rd
フ
ァ
イ
ル
を
Z
ip
フ
ァ
イ
ル
で

圧
縮
し
、
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
り
提
供
す
る
。

※
通
知
の
訂
正
、
変
更
及
び
取
消
し
を
行
う
場
合

は
、
所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
よ
り
通
知
す
る
。

機
構
へ
の
通
知
事
項
の
う
ち
取
引
所
の

適
時
開
示
規
則
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

は
、
所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
通
知
内
容

を
入
力
し
た
も
の
を
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
形
式
で

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
添

付
に
よ
る
通
知

２

※
適
時
開
示
を
行
っ
た
こ
と
を
通
知
す
る
場
合
は
、
メ

モ
欄
に
T
D
n
e
tへ

の
開
示
日
時
を
記
載
す
る
。

※
適
時
開
示
を
行
っ
た
こ
と
を
通
知
す
る
代
わ
り
に

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
適
時
開
示
資
料
を
添
付

す
る
こ
と
も
出
来
る
。

※
通
知
の
訂
正
、
変
更
及
び
取
消
し
を
行
う
場
合

は
、
訂
正
、
変
更
及
び
取
消
し
に
係
る
適
時
開

示
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
通
知
す
る
。

機
構
へ
の
通
知
事
項
の
う
ち
、
取
引
所
の

適
時
開
示
規
則
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
を
用
い
て
適
時
開
示

を
行
っ
た
こ
と
を
機
構
に
対
し
て
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

T
D
n
e
t開

示
資

料
代

用
に
よ
る
通

知
３

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
会
社
の
決

議
・
決
定
後
の
機
構
へ
の
通
知
は
、
原

則
、
T
D
n
e
tへ

の
開
示
後
又
は
法
定
公

告
後
直
ち
に
行
う
も
の
と
す
る
。

機
構

へ
の
通

知
時

期
１

備
考

内
容

項
目
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T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
通

知
の
届

出
方

法
（
２
）

※
本
年
3
月
3
1
日
以
前
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
た

決
議
・
決
定
事
項
に
係
る
株
式
取
扱
規
則
等

の
添
付
書
類
を
本
年
4
月
1
日
以
降
に
届
出
る

場
合
は
、
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

※
送
付
日
が
本
年
3
月
3
1
日
以
前
の
通
知
で
あ

れ
ば
書
面
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

本
年
3
月
3
1
日
ま
で
に
決
議
・
決
定
を
行
っ

た
通
知
事
項
の
う
ち
、
4
月
1
日
以
降
に
通

知
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
T
ar
ge
t保

振
サ

イ
ト
に
よ
り
通
知
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

制
度

変
更
実
施
前

後
の
取

扱
い

５

※
Ta

rg
et
サ
イ
ト
に

90
日

間
ロ
グ
イ
ン
し
な

か
っ
た
場
合
、

ID
が
無
効
と
な
る
。
ま
た
、
パ

ス
ワ
ー
ド
を

90
日
間
変
更
し
な
か
っ
た
場
合
、

当
該
パ

ス
ワ
ー
ド
が

無
効
と
な
る
。

※
ID
の

失
効

及
び
パ

ス
ワ
ー
ド
の

無
効

化
前

に
警

告
メ
ー
ル

が
担

当
者

に
配

信
さ
れ

る
。

ID
失
効
等

に
よ
り
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ

る
機
構
へ
の
届
出
が
で
き
な
い
場
合
は
、
暫

定
的
に
F
A
X
に
よ
る
通
知
を
行
い
、
T
ar
ge
t

保
振
サ
イ
ト
の
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
後
に
、

改
め
て
同
内
容
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

ID
失

効
時

等
の
届
出

方
法

６

※
通
知
の
一
部
に
不
備
が
あ
っ
た
と
き
に
機
構

が
通

知
の
再

提
出

を
求

め
る
「
再

登
録

」
に

つ
い
て
は

、
「
お
知

ら
せ

メ
ー
ル

」
の

対
象

外
と
な
る
。

通
知
の
届
出
後
、
機
構
が
「
受
理
」
又
は

「
不
受
理
」
の
手
続
を
行
う
と
、
発
行
会
社

担
当
者
は
、
機
構
が
処
理
を
行
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
の
「
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
」
を
受
領
し
、

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
り
ス
テ
ー
タ
ス
が
変

更
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
テ
ー
タ
ス
の
管
理

４

備
考

内
容

項
目
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T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
通
知
の
届
出
方
法
（
３
）

※
P
D
F
に
よ
る
株

券
提

出
案

内
の
届

出
が
困

難
な
場

合
は
、

所
定

の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
必

要
事

項
を
記

載
し
て
届

け
で
る
。

定
款
の
変
更
後
に
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
り
届
出

を
行
う
。
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
へ
の
添
付
に
代
え
て

T
D
n
e
tに

変
更
後
の
定
款
を
登
録
し
た
旨
を
メ
モ
欄

に
記
載
す
る
こ
と
も
可
能
。

株
式
取
扱
規
則
の
変
更
後
に
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に

よ
り
届
出
を
行
う
。

定
款
変
更
案
の
添
付
を
求
め
る
通
知
事
項
に
つ
い
て

は
、
定
款
変
更
案
を
T
D
n
e
tに

開
示
す
る
場
合
は
、

開
示
日
時
を
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
の
メ
モ
欄
に
記
載

す
る
。
ま
た
、
T
D
n
e
tに

開
示
し
な
い
場
合
は
、

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
定
款
変
更
案
を
添
付
す
る
。

株
券
提
出
案
内
の
作
成
後
に
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に

よ
り
届
出
を
行
う
。

株
式
交
換
等
の
権
利
確
定
日
の
一
ヶ
月
前
の
日
ま

で
に
所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
よ
り
通
知
す
る
。

①
定
款
変
更
時
の
取

扱
い

②
株
式
取
扱
規
則

変
更
時
の
取
扱
い

③
定
款
変
更
案
の
取

扱
い

④
株
券
提
出
案
内
の

取
扱
い

⑤
自
己
株
式
預
託

通
知
書
の
取
扱
い

7

備
考

内
容

項
目
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（
参
考
）
6
条
通
知

の
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
届
出
方
法

以
下
の
届
出
方

法
は
、
今
後
、
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
正
式
な
届
出
方
法
は
、
本

年
4月

1日
の

Ta
rg

et
保
振
サ
イ
ト
に
よ
る

6条
通
知
の
開
始
前
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

１
０９ １
１８７６５４３２１項 番

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

会
社

法
第

1
0
8
条

の
規

定
基

づ
く
種

類
株

式
の
発

行
（
種

類
株

式
の
発

行
）

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

可
株
式
無
償
割
当

て

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
可

株
式

の
分

割

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

株
式

の
併

合

株
式

の
併

合
若
し
く
は

分
割
又

は
株

式
無

償
割

当
て

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

会
社

の
分

割

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

合
併

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

株
式

移
転

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

株
式

交
換

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
可

公
募
又
は
公
募
及
び
売
出
し
の
条
件
の
決
定

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
可

公
募
又

は
公

募
及

び
売

出
し
の
実
施

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
可

会
社

法
2
0
2
条

の
規

程
に
基

づ
く
募

集
株

式
の
割

当
て
（
株

主
有

償
割

当
）

変
更
後
の
定
款

又
は
株

式
取

扱
規

則
（
※

）

定
款
の
変
更
案

（
Ｔ
ｄ
n
e
tで

開
示

し
て
い
な
い
場
合

の
み
）

自
己

株
式

等
預

託
通

知
書

株
券

提
出

案
内

備
考

通
知
と
伴
に
提
出
が
必
要
と
な
る
書
類
等

T
dn
e
t開

示
資
料
に
よ
る

代
用

通
知

事
項
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１
７

２
４

２
３

２
２

２
１

２
０

１
９

１
８

１
６

１
５

１
４

１
３

１
２

項 番

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

本
店
所
在
地
の
変
更

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

上
場

取
引

所
の
追
加

又
は
一

部
廃

止

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

可
商
号
の
変
更

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

●
株

主
名

簿
管

理
人

事
務

取
扱

場
所

又
は
同

取
次

所
の
設

置
又
は
変

更

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

●
株

主
名

簿
管

理
人

の
設

置
又

は
変
更

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

決
算
期
の
変
更

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

臨
時
株
主

総
会

の
招

集

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

会
社
法
第
1
2
4
条
第

１
項

に
規

定
す
る
基

準
日

の
設

定
（
定

款
変

更
な
し
）

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

会
社
法
第
1
2
4
条
第

１
項

に
規

定
す
る
基

準
日

の
設

定
（
定

款
変

更
有

）
会

社
法

第
1
2
4
条

第
1
項

に
規

定
す
る

基
準
日
の
設
定

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

●
●

会
社

法
第

1
9
4
条
第

1
項

の
規

定
に
基

づ
く
定

款
の
定
め
（
単

元
未

満
株

式
売

渡
請

求
）
の
制

定
又

は
廃

止

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

可
単

元
未

満
株

券
を
発

行
し
な
い
旨
の
定

款
の

定
め
の
制
定
又
は
廃
止

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

可
単
元
株
式
数
の
変
更

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

可
会

社
法

第
1
8
8
条
の
規

定
に
基
づ
く定

款
の
定

め
（
単

元
株

式
数

）
の
制

定
又

は
廃

止

変
更
後
の
定
款

又
は
株

式
取

扱
規

則
（
※

）

定
款
の
変
更
案

（
Ｔ
ｄ
n
e
tで

開
示

し
て
い
な
い
場
合

の
み
）

自
己

株
式

等
預

託
通

知
書

株
券

提
出

案
内

備
考

通
知
と
伴
に
提
出
が
必
要
と
な
る
書
類
等

T
dn
e
t開

示
資
料
に
よ
る

代
用

通
知

事
項
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（
取

消
）
取
消

し
と
な
る
通

知
事

項
を
選

択

（
変

更
）
変
更

と
な
る
通

知
事

項
を
選
択

32
所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

T
D
n
e
t開

示
資

料
を
添

付
（
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入

力
不

要
）

（
訂

正
）
訂
正

対
象
と
な
る
通

知
事

項
を
選

択
1

T
D
n
e
t開

示
し
て
い
な
い
場

合
の
通
知
方

法
T
D
n
e
t開

示
し
て
い
る
場

合
の
通

知
方
法

内
容

no●
通

知
内

容
の
訂

正
・
変

更
・
取

消
し
を
行

う
場

合
の
対

応

２
８

２
７

３
１

３
０

２
９

２
６

２
５

項 番

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

上
場
廃
止
の
原
因
と
な
る
事
実
の
発
生

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

公
告

の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
添
付

会
社

法
第

1
9
7
条
の
規

定
に
基
づ
く所

在
不

明
株

主
等

の
株

式
売
却

な
ど
に
係

る
制
度

の
実

施

メ
モ
欄
へ
T
dn
e
t開

示
日

時
入

力
●

●
可

取
得

条
項

付
株
式

又
は
全

部
取

得
条

項
付

種
類
株
式
の
取
得

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

緊
急

連
絡

用
F
A
X
番

号
の
変
更

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

連
絡
部
署
の
変
更

所
定
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
へ
の
入
力

情
報

取
扱

責
任
者

の
変

更
情
報
取
扱
責

任
者
の
変
更

株
式

取
扱

規
則

は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
作
成

し
、
添

付
定
款
の
み
可

定
款

又
は
株

式
取

扱
規

則
の
変

更

変
更
後
の
定
款

又
は
株

式
取

扱
規

則
（
※

）

定
款
の
変
更
案

（
Ｔ
ｄ
n
e
tで

開
示

し
て
い
な
い
場

合
の
み
）

自
己

株
式

等
預

託
通

知
書

株
券

提
出

案
内

備
考

通
知
と
伴
に
提
出
が
必
要
と
な
る
書
類
等

T
dn
e
t開

示
資
料
に
よ
る

代
用

通
知

事
項

※
変

更
後

の
定

款
及

び
株

式
取

扱
規

則
は
、
作

成
後

速
や
か
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。
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情
報

取
扱

責
任

者
に
つ
い
て

本
年
4
月
1
日
よ
り
、
「
情
報
取
扱
責
任

者
制

度
」
に
係

る
「
株

券
等

に
関

す
る
業

務
規
程
施
行
規
則
」
の
改
正
規
則
を

施
行
す
る
。

規
則
改
正

の
実
施

２

※
情

報
取

扱
責

任
者

は
、
機

構
と
の

連
絡

部
署

の
部

長
又

は
そ
れ
に
準

じ
る
役

職
の

者
を
原

則
と

す
る
。

※
機

構
か

ら
発

行
会

社
に
対

す
る
通

常
の

連
絡

は
、
原

則
と
し
て
機

構
と
の

連
絡

部
署

に
対

し
て

行
う
こ
と
と
す
る
。

※
Ta

rg
et
保
振
サ
イ
ト
の
障
害
発
生
時
等
に
機
構

か
ら
緊
急

FA
X
を
送

信
す
る
た
め
、
緊

急
連

絡
先

FA
X
番

号
を
届

出
る
も
の

と
す
る
。

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
6
条
通
知
を

実
施
す
る
た
に
あ
た
り
、
機
構
へ
の
通
知

を
管
理
し
、
ま
た
、
通
知
の
内
容
に
つ
い

て
機
構
が
照
会
を
行
う
場
合
の
対
応
に

係
る
責
任
者
を
定
め
、
T
ar
ge
t保

振
サ

イ
ト
に
よ
る
情
報
授
受
・
確
認
が
円
滑
に

行
わ
れ
る
よ
う
「
情
報
取
扱
責
任
者
制

度
」を

設
け
る
。

設
置

の
目
的

１

※
情

報
取
扱
責
任
者
の
変
更
に
つ
い
て
も
同
様

に
Ta

rg
et
保

振
サ
イ
ト
に
よ
り
届

出
る
も
の

と
す

る
。

※
情

報
取
扱
責
任
者
の
機
構
へ
の
届
出
期
間
は
、

本
年

4月
1日

～
11

日
の
間
に
届
出
る
も
の
と

す
る
。

情
報
取
扱
責
任
者
の
選
任
後
、
「
情

報
取
扱
責
任
者
選
任
届
出
書
」
を

T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
り
機
構
に
届
出

る
も
の
と
す
る
。

機
構

へ
の
届
出

３

備
考

内
容

項
目
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記
載

項
目

・
情
報
取
扱
責
任
者
の
役
職
名
及
び
氏
名

・
情

報
取

扱
責

任
者

電
話

番
号

・
機
構
と
の
連
絡
部
署
名

・
機
構
と
の
連
絡
部
署
住
所

・
機
構
と
の
連
絡
部
署
電
話
番
号

・
機
構
と
の
連
絡
部
署

FA
X番

号

・
緊

急
連

絡
先

FA
X
番
号
①

・
緊

急
連

絡
先

FA
X
送
付
名
称
①

・
緊

急
連

絡
先

FA
X
番
号
②

・
緊

急
連

絡
先

FA
X
送
付
名
称
②

（
参

考
）
情
報
取

扱
責
任
者
選
任
届
出
書

平
成

２
０
年

４
月

１
日

～
４
月
１
１
日

の
間

に
届

出
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手
数
料
明
細
の
提
供

※
手
数
料
明
細
は
、
毎
年
6
月
及
び

1
2
月
に
前
月
ま
で
の
6
ケ
月
分
を
提

供
す
る
予
定
。

※
2
0
0
9
年
6
月
に
提
供
す
る
手
数
料

明
細
は
、
2
0
0
9
年
1
月
か
ら
5
月
ま

で
の
5
ヶ
月
分
と
な
る
。

株
券
電
子
化
後
に
振
替
制
度
で
取
り
扱
う
株
式
等
に

係
る
発
行
会
社
が
負
担
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
サ

マ
リ
ー
版
の
手
数
料
請
求
書
を
郵
送
で
送
付
し
、
明
細

版
の
手
数
料
明
細
書
の
C
S
V
フ
ァ
イ
ル
を
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
り
提
供
す
る
。

目
的

１

備
考

内
容

項
目
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請
求

日
（
全
部
情
報
・
部
分
情
報

）
株
主
等
照
会
コ
ー
ド
指

定
（
フ
ァ
イ
ル
伝
送
・
加

入
者
情
報
W
E
B
端

末
）
：
件

数
（
全
部
情
報
・
部
分
情
報

）
株
主
等
照
会
コ
ー
ド
指

定
（
フ
ァ
イ
ル
伝
送
・
加

入
者
情
報
W
E
B
端

末
）
：
金

額
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
全

部
指

定
：
件

数
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
全

部
指

定
：
金

額
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
部

分
指

定
：
件

数
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
部

分
指

定
：
金

額

情
報
提
供
請
求
取
次
件
数
明
細
票
レ
コ
ー
ド

振
替

制
度

利
用

料
：
単

価
、
金

額
、
件

数
、
数
量

新
規

記
録

手
数

料
：
件

数
、
金

額
総

株
主

通
知

等
手

数
料

：
単

価
、
金

額
、
人
数

個
別

株
主

通
知

手
数

料
：
件

数
、
金

額
情

報
提

供
請

求
手

数
料

：
件

数
、
金

額
、
消
費
税

額
銘

柄
情

報
公

示
手

数
料

：
単

価
、
件

数
、
金
額

外
国

人
保

有
比

率
等

期
中

公
表

手
数

料
：
単
価

、
金
額

会
社
手
数
料
明
細
票
（
明
細
）
レ
コ
ー
ド

月
次
レ
コ
ー
ド

請
求

日
（
全
部
情
報
・
部
分
情
報

）
株
主
等
照
会
コ
ー
ド
指

定
（
フ
ァ
イ
ル
伝
送
・
加

入
者
情
報
W
E
B
端

末
）
：
件

数
（
全
部
情
報
・
部
分
情
報

）
株
主
等
照
会
コ
ー
ド
指

定
（
フ
ァ
イ
ル
伝
送
・
加

入
者
情
報
W
E
B
端

末
）
：
金

額
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
全

部
指

定
：
件

数
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
全

部
指

定
：
金

額
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
部

分
指

定
：
件

数
（
全

部
情

報
・
部

分
情

報
）
対

象
加

入
者

と
な
る
べ
き
者

の
氏

名
・
住

所
の
部

分
指

定
：
金

額

情
報
提
供
請
求
取
次
件
数
明
細
票
レ
コ
ー
ド

株
主

確
定

日
総

株
主

通
知

事
由

定
額

部
分

：
金

額
定

率
部

分
：
金

額
定

額
+
定

率
：
金

額

総
株
主
通
知
等
手
数
料
明
細
票
レ
コ
ー
ド

振
替

制
度

利
用

料
：
単

価
、
金

額
、
件

数
、
数
量

新
規

記
録

手
数

料
：
件

数
、
金

額
総

株
主

通
知

等
手

数
料

：
単

価
、
金

額
、
人
数

個
別

株
主

通
知

手
数

料
：
件

数
、
金

額
情

報
提

供
請

求
手

数
料

：
件

数
、
金

額
、
消
費
税

額
銘

柄
情

報
公

示
手

数
料

：
単

価
、
件

数
、
金
額

外
国

人
保

有
比

率
等

期
中

公
表

手
数

料
：
単
価

、
金
額

会
社
手
数
料
明
細
票
（
明
細
）
レ
コ
ー
ド

半
期
レ
コ
ー
ド

明
細
レ
コ
ー
ド

振
替

制
度

利
用

料
：
金

額
新

規
記

録
手

数
料

：
金

額
総

株
主

通
知

等
手

数
料

：
金

額
個

別
株

主
通

知
手

数
料

：
金

額
情

報
提

供
請

求
手

数
料

：
金

額
銘

柄
情

報
公

示
手

数
料

：
金

額
外

国
人

保
有

比
率

等
期

中
公

表
手

数
料
：
金
額

会
社
手
数
料
明
細
票
（
合
計
）
レ
コ
ー
ド

月
次
レ
コ
ー
ド

振
替

制
度

利
用

料
：
金

額
新

規
記

録
手

数
料

：
金

額
総

株
主

通
知

等
手

数
料

：
金

額
個

別
株

主
通

知
手

数
料

：
金

額
情

報
提

供
請

求
手

数
料

：
金

額
銘

柄
情

報
公

示
手

数
料

：
金

額
外

国
人

保
有

比
率

等
期

中
公

表
手

数
料
：
金
額

会
社
手
数
料
明
細
票
（
合
計
）
レ
コ
ー
ド

半
期
レ
コ
ー
ド

合
計
レ
コ
ー
ド

主
な
項

目
レ
コ
ー
ド
種
類

請
求
期
間

（
参

考
）
手
数
料

明
細

の
項
目

（
抜

粋
）

※
上
の
表
は
参
考
の
た
め
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
平
成

21
年

1月
以
降

に
提

供
す
る
予

定
の
手
数

料
明

細
の
項

目
と
は
異

な
る
も
の
と
な
る
可

能
性

が
あ
り
ま
す
。
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株
券

等
に
関
す
る
業

務
規

程
施

行
規

則
第

6
条
の
改
正

3 月
6 月

情
報
取

扱
責
任

者
選
任

届
出
書

の
提
出

12
月

20
07

年
20
08

年

2 月
1 月

5 月
4 月

7 月

手
数
料

明
細

提
供

6条
通
知
電
磁
化

6条
通
知
の
電
磁

化
に
伴

う
登
録
テ

ス
ト

発
行
会

社
通
知

の

電
磁
化

S
T
A
R
T
!

S
T
A
R
T
!

2
0
0
9
年
1
月
～
予
定

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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問
い
合

せ
先

等

※
ロ
グ
イ
ン
が
出
来
な
い
、
添
付
フ
ァ
イ

ル
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
が
出
来
な
い
等

の
Ta

rg
et
保
振
サ
イ
ト
に
係
る
問
題

に
つ
い
て
は
、

Ta
rg

et
サ
ポ
ー
ト
デ

ス
ク
が
対
応
す
る
。

※
決
議
。
・
決
定
後
の
６
条
通
知
の
要

否
及

び
通

知
の

内
容

等
に
つ
い
て

は
、
機

構
業

務
部

が
対

応
す
る
。

★
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
の
操
作
及
び
ID
に
係
る
お
問

い
合
わ
せ
先

⇒
T
ar
ge
tサ

ポ
ー
ト
デ
ス
ク
：
0
5
7
0
-
0
5
0
-
9
9
9

（
P
H
S
又

は
IP
電

話
の
場

合
は
、
0
3
-
3
5
7
0
-
6
0
6
5
）

★
6
条
通
知
の
記
載
事
項
等
に
係
る
お
問
合
せ
先

⇒
株

式
会

社
証

券
保

管
振

替
機

構
業

務
部

：
0
3
-
3
6
6
1
-
1
8
3
6

問
合

せ
先

１

※
リ
ハ

ー
サ

ル
の
実
施
方
法
に
つ
い

て
は
、
本
年

1月
30

日
に

Ta
rg

et
保

振
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た
「
Ta

rg
et
保

振
サ
イ
ト
を
利
用
し
た
リ
ハ
ー
サ

ル
の
実
施
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

本
年
1
月
2
8
日
よ
り
2
月
1
5
日
ま
で
の
間
、
発
行

会
社
の
皆
様
に
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
に
よ
る
6
条
通

知
の
方
法
に
習
熟
し
て
い
た
だ
くこ

と
を
目
的
と
し
た
リ

ハ
ー
サ
ル
を
実
施
。

リ
ハ
ー
サ
ル
未
参
加
の
発
行
会
社
は
、
本
年
３
月

中
に
リ
ハ
ー
サ
ル
へ
参
加
の
上
、
新
制
度
へ
の
移
行
。

リ
ハ
ー
サ
ル
に
つ
い
て

２

備
考

内
容

項
目
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（
参

考
）
株

券
等

に
関

す
る
業

務
規

程
施

行
規

則
改

正
案

新
旧

（
資
料
１
）
規
則
改
正
案

（
同

意
書

）

第
５
条

規
程
第

１
０
条
第

１
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
所
定
の
書
面
（
以
下

「
同

意
書

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
１
）
～

（
２
）

（
略

）

２
前
項
の
同
意
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
～

（
４
）

（
略

）

（
５
）
機

構
に
届

出
を
要
す
る
事

項
を
記

載
し
た
書

面

（
会

社
か
ら
の
決

議
等

の
通
知
）

第
６
条

株
券

の
発

行
者

は
、
次

に
掲

げ
る
事

項
そ
の
他

の
当

該
株

券
に
関

す
る
権

利
等

に
係

る
重

要
な
事

項

に
つ
い
て
決
議
若
し
く
は
決
定
を
行
っ
た
場
合
又
は
規
程
第
１
２
条
第

３
項

各
号
に
該
当
し
た
場
合
は
、
そ
の
内

容
を
機
構
に
対
し
て
通
知
（
第
４
号
か
ら
第
８
号
ま
で
及
び
第
２
４
号

に
掲
げ
る
事
項
（
第
８
号
に
つ
い
て
は
、
株

式
の
併
合
又
は
株
式
無
償
割
当
て
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
株
券
提
出
案
内
及
び
自
己
株
式

等
預

託
通

知
書

を
含
む
。
）
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
株

券
に
つ
い
て
金
融
商
品

取
引

所
へ
の
上
場

の
廃

止
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
上
場
廃
止
」
と
い
う
。
）
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合

も
同

様
と
す
る
。

（
１
）
～

（
２
２
）

（
略

）

（
２
３
）
機
構
と
の
連
絡
部
署
の
変
更

（
２
４
）
～

（
２
５
）

（
略

）

２
～

３
（
略

）

４
投
資
証
券
の
発
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
当
該
投
資
証
券
に
関
す
る
権
利
等
に
係
る
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
決
議
又
は
決
定
を
行
っ
た
場
合

は
、
そ
の
内
容
を
機
構
に
対
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の

投
資
証
券
に
つ
い
て
上
場
廃
止
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
１
）
～

（
１
４
）

（
略

）

（
１
５
）
機
構
と
の
連
絡
部
署
の
変
更

５
協

同
組

織
金

融
機

関
は
、
次

に
掲

げ
る
事

項
そ
の
他

の
当

該
協

同
組
織

金
融

機
関

の
優
先

出
資

証
券

に

関
す
る
権
利
等
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
決
議
又
は
決
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
機
構
に
対
し

て
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
協

同
組

織
金

融
機

関
の
優

先
出

資
証

券
に
つ
い
て
上

場
廃
止
の
原

因
と
な
る

事
実
が
発
生
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
１
）
～

（
１
７
）

（
略

）

（
１
８
）
機
構
と
の
連
絡
部
署
の
変
更

６
前

各
項

の
通

知
は
、
通

知
す
べ
き
事

項
の
公

表
後

、
所

定
の
通

知
書
の
提

出
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
こ
れ

ら
の
場

合
に
お
い
て
、
定

款
（
投

資
証
券

の
発

行
者

に
あ
っ
て
は
規

約
）
及

び
株

式
取

扱
規

則
（
投

資
証

券
の

発
行
者
に
あ
っ
て
は
優
先
出
資
取
扱
規
則
）
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
後
の
定
款
及
び
株
式
取

扱
規

則
を
も
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
同

意
書

）

第
５
条

規
程
第

１
０
条
第

１
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
所
定
の
書
面
（
以
下

「
同

意
書

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
１
）
～

（
２
）

（
略

）

２
前
項
の
同
意
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
～

（
４
）

（
略

）

（
５
）
情

報
取

扱
責

任
者

（
次

条
に
規

定
す
る
機

構
へ
の
通

知
又

は
機

構
が
行

う
照

会
に
対
す
る
報

告
そ
の
他

会
社
情
報
の
通

知
に
係

る
連
絡

を
掌
る
者
を
い
う
。
）
の
役

職
名

及
び
氏

名

（
会
社
か
ら
の
決
議
等

の
通

知
）

第
６
条

株
券

の
発

行
者

は
、
次

に
掲

げ
る
事

項
そ
の
他

の
当

該
株

券
に
関

す
る
権

利
等

に
係

る
重

要
な
事

項

に
つ
い
て
決
議
若
し
く
は
決
定
を
行
っ
た
場
合
又
は
規
程
第
１
２
条
第

３
項

各
号
に
該
当
し
た
場
合
は
、
直
ち
に

そ
の
内
容
を
機
構
に
対
し
て
通
知
（
第
４
号
か
ら
第
８
号
ま
で
及
び
第
２
４
号

に
掲
げ
る
事
項
（
第
８
号
に
つ
い
て

は
、
株
式
の
併
合
又
は
株
式
無
償
割
当
て
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
株
券
提
出
案
内
及
び
自
己

株
式
等
預
託
通
知
書
を
含
む
。
）
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
株
券
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
所
へ
の
上
場
の
廃
止

（
以

下
こ
の
条

及
び
次

条
に
お
い
て
「
上
場

廃
止

」
と
い
う
。
）
の
原

因
と
な
る
事

実
が
発

生
し
た
場
合

も
同

様
と
す
る
。

（
１
）
～

（
２
２
）

（
略

）

（
２
３
）
情

報
取

扱
責

任
者

の
変

更

（
２
４
）
～

（
２
５
）

（
略

）

２
～

３
（
略

）

４
投
資
証
券
の
発
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
当
該
投
資
証
券
に
関
す
る
権
利
等
に
係
る
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
決
議
又
は
決
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
機
構
に
対
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
投

資
証
券
に
つ
い
て
上
場
廃
止
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
１
）
～

（
１
４
）

（
略

）

（
１
５
）
情

報
取

扱
責

任
者

の
変

更

５
協

同
組

織
金

融
機

関
は
、
次

に
掲

げ
る
事

項
そ
の
他

の
当

該
協

同
組
織

金
融

機
関

の
優
先

出
資

証
券

に

関
す
る
権
利
等
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
決
議
又
は
決
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
機
構
に
対
し

て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
証
券
に
つ
い
て
上
場
廃
止
の
原
因
と
な
る

事
実
が
発
生
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
１
）
～

（
１
７
）

（
略

）

（
１
８
）
情

報
取

扱
責

任
者

の
変

更

６
前
各
項
の
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
定

款
（
投

資
証

券
の
発

行
者

に
あ
っ
て
は
規

約
）
及
び
株

式
取

扱

規
則

（
投

資
証

券
の
発

行
者

に
あ
っ
て
は
優

先
出

資
取

扱
規

則
）
が
変
更

さ
れ
た
場

合
に
は
、
当

該
変

更
後

の

定
款

及
び
株

式
取

扱
規

則
を
も
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

旧
新

こ
の
改
正
規
定
は
、
平
成

20
年

4月
1日

か
ら
施
行
す
る
。
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ほ
ふ
り
サ
イ
ト
（
ht
tp
s:
//w
w
w
.p
ub
.ta
rg
et
.n
e.
jp
/ja
sd
ec
/in
de
x.
do

）
へ
ロ
グ
イ
ン
し
ま
す
。

『
届
出
書
類
』
メ
ニ
ュ
ー
よ
り
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
取

得
し
ま
す
。

テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
必

要
事

項
を
入

力
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
変

換
し
ま
す
。

（
資

料
２
）
T
ar
ge
t保

振
サ
イ
ト
を
利

用
し
た
通

知
の
登

録
方

法
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『
届

出
書

類
』
メ
ニ
ュ
ー
よ
り
登

録
し
ま
す
。

①
登

録
ボ
タ
ン
を
押

下
し
ま
す
。

③
通
知
事
項
を
プ
ル
ダ
ウ
ン
選
択
し
ま
す
。

②
階

層
1～

３
に
つ
い
て
プ
ル
ダ
ウ
ン
選

択
し
、
選

択
ボ
タ
ン
を
押

下
し
ま
す
。

④
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
添

付
し
、
確

認
ボ
タ
ン
を

押
下

し
ま
す
。
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⑤
実

行
ボ
タ
ン
を
押

下
し
ま
す
。

⑥
届

出
書

類
の
登

録
が
完

了
し
ま
し
た
（
６
条

通
知

登
録

完
了

）
。

機
構
に
て
受

理
さ
れ
ま
す
。

受
理
の
旨
の
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

受
理

の
ス
テ
ー
タ
ス
を

Ta
rg

et
保

振
サ
イ
ト
上
で
ご
確

認
い
た
だ
け
ま
す
。

ス
テ
ー
タ
ス
が
『
提

出
』
か
ら
『
受

理
』
と
な
り
ま
す
。
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